
岡 山 大 学 学 則

平成１６年４月１日

岡 大 学 則 第 ２ 号

改正 平成１６年 ７月２９日学則第４号

平成１７年 ３月２４日学則第１号

平成１７年１２月 １日学則第２号

平成１８年 １月２６日学則第２号

平成１９年１１月２９日学則第５号

平成２０年 １月３１日学則第２号

平成２１年 １月２８日学則第２号

平成２１年 ３月２７日学則第５号

平成２２年 １月２８日学則第２号

平成２２年 ９月３０日学則第６号

平成２５年 １月２８日学則第１号

平成２６年 １月２８日学則第２号

平成２６年 ４月３０日学則第５号

平成２６年 ６月１９日学則第７号

平成２８年 １月２６日学則第１号

平成２８年 ２月２３日学則第４号

平成２８年 ３月２９日学則第６号

平成２９年 １月３１日学則第１号

平成２９年 ８月 １日学則第４号

平成３０年 ３月２７日学則第２号

平成３０年 ７月 ５日学則第４号

平成３０年 ９月２７日学則第６号

平成３１年 ３月２８日学則第２号

第１章 学年，学期及び休業日

（学年）

第１条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

（学期）

第２条 １学年における授業期間を４学期に分ける。

２ 前項の４学期のうち２つの学期の開始日は，それぞれ４月１日及び１０月１日とし，

他の２つの学期の開始日及び各学期の終了日は別に定める。

（休業日）

第３条 学年中定期休業日は，次のとおりとする。

一 土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日

二 夏季休業 ８月１１日から９月３０日まで

冬季休業 １２月２５日から翌年１月４日まで

春季休業 ２月１５日から３月３１日まで

２ 臨時休業日は，その都度学長が定める。

３ 前２項の規定にかかわらず，必要がある場合には，休業日において授業を行うことが
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ある。

第２章 修業年限，教育課程，履修方法等

（修業年限）

第４条 各学部の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科，歯学部及び薬学部

薬学科にあっては，６年とする。

（最長在学年限）

第５条 各学部学生の在学期間は，修業年限の２倍を超えることができない。

２ 第２５条及び第２６条の規定により入学した学生の在学期間は，入学後の在学すべき

年数の２倍の年数を超えることができない。

（教育課程の編成方針）

第６条 教育課程は，岡山大学（以下「本学」という。）及び学部の教育上の目的を達成

するために必要な授業科目を開設し，体系的に編成するものとする。

２ 本学及び学部の教育上の目的に関し，必要な事項は，別に定める。

（教育課程の編成方法等）

第７条 授業科目の区分は，次のとおりとする。

一 教養教育科目

イ 知的理解科目

ロ 言語科目

ハ 実践知・感性科目

ニ 汎用的技能と健康科目

ホ 導入教育科目

ヘ 高年次教養科目

二 専門教育科目

イ 専門基礎科目

ロ 専門科目

２ 各学部は，個々の授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分け，これを各年次

に配当して教育課程を編成するものとする。

３ 本学は，各学部が編成する教育課程のほか，学生が所属する学部及び学科又は課程の

専攻に係る分野において学習した知識をさらに広い視野のもとで有効に活かせることの

できる能力を養うための教育課程（以下「副専攻コース」という。）を開設することが

できるものとする。

４ 本学は，各学部が編成する教育課程のほか，社会のグローバル化に対応して国又は地

域で活躍する中核的人材を育成するための教育課程として，グローバル人材育成特別コ

ースを開設する。

５ 本学は，各学部が編成する教育課程のほか，特定分野又は特定課題に関する体系的な

教育課程として，特定プログラムを開設することができるものとする。

６ 副専攻コース，グローバル人材育成特別コース及び特定プログラムに関し，必要な事

項は，別に定める。

（グローバル・ディスカバリー・プログラム）

第７条の２ 各学部（医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科を除く。）に，学生自らの

課題提案型履修プログラムを核とし，特定の学問領域又は複数の学問領域にわたって学

修することのできる教育課程として，岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラ

ム（以下「プログラム」という。）を置くことができる。

２ プログラムの設置，運営，教育課程，学生の在籍に関する事項等に関し，必要な事項
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は，学長が定める。

（履修方法及び上限設定等）

第８条 第７条の区分により開設する授業科目，その単位数，履修方法等については，各

学部の定めるところによる。

２ 各学部は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件とし

て学生が修得すべき単位数について，１年間又は１学期に履修科目として登録できる単

位数の上限を定めるよう努めなければならない。

３ 各学部は，前項に定める単位を優れた成績をもって修得した学生については，次の１

年間又は次学期に，上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

（長期にわたる教育課程の履修）

第９条 各学部は，学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，

その計画的な履修を認めることができる。

（授業の方法）

第１０条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。

２ 各学部は，大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２５条第２項の規定に基

づき文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多様なメディアを高度に

利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３ 各学部は，第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定によ

り，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる

場合についても，同様とする。

４ 各学部は，大学設置基準第２５条第４項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めると

ころにより，第１項の授業の一部を，校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（単位の計算方法）

第１１条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，

授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準によるものとする。

一 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で各学部が定める時間

の授業をもって１単位とする。

二 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で各学部が定め

る時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術の分野における個人指導による実

技については，各学部が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。

三 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮

して各学部が定める時間の授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これ

らに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。

（成績評価基準等の明示等）

第１２条 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあ

らかじめ明示する。

２ 各学部は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を

確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にした

がって適切に行う。
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（単位の授与）

第１３条 授業科目を履修した者に対しては，試験の成績又は研究報告の成果等を前条第

２項の成績評価基準に照らして評価し，合格した者に単位を授与する。

２ 単位修得の認定は，担当教員が行う。

（成績等の評価）

第１３条の２ 前条第１項の評価は，１００点を満点とし，６０点以上を合格，５９点以

下を不合格とする。

２ 前項の評価の評語は，９０点以上を「Ａ＋」，８０点から８９点までを「Ａ」，７０

点から７９点までを「Ｂ」，６０点から６９点までを「Ｃ」及び５９点以下を「Ｆ」と

する。

３ 前２項の規定にかかわらず，試験の成績又は研究報告の成果等を点数をもって評価す

ることができない場合は，「修了」又は「認定」の評語をもって合格の評価とすること

ができる。

４ 前３項に定めるもののほか，成績等の評価等に関し，必要な事項は，別に定める。

（他学部における授業科目の履修）

第１４条 教育上有益と認めるときは，各学部は，学生が他の学部において開設する授業

科目について修得した単位を，卒業の要件となる単位として認定することができる。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第１５条 教育上有益と認めるときは，各学部は，他の大学又は短期大学との協議に基づ

き，学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位

を，６０単位を超えない範囲で，本学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。

２ 前項の規定は，学生が，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとし

て当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が

別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合につ

いて準用する。

（大学以外の教育施設等における学修）

第１６条 教育上有益と認めるときは，各学部は，学生が行う短期大学又は高等専門学校

の専攻科における学修その他大学設置基準第２９条に基づき文部科学大臣が定める学修

を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を授与することができる。

２ 前項の規定により授与することができる単位数は，前条の規定により修得したものと

みなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）

第１７条 教育上有益と認めるときは，各学部は，学生が本学に入学する前に，大学若し

くは外国の大学（外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し

た場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程に

おける授業科目を我が国において履修した場合を含む。）又は短期大学若しくは外国の

短期大学（外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した

場合及び外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程

における授業科目を我が国において履修した場合を含む。）において履修した授業科目

について修得した単位（大学設置基準第３１条第１項に定める科目等履修生として修得

した単位を含む。）を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得し
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たものとみなすことができる。

２ 教育上有益と認めるときは，各学部は，学生が本学に入学する前に行った前条第１項

に規定する学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を授与することができ

る。

３ 前２項の規定により，修得したものとみなし，又は授与することのできる単位数は，

転学，編入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第

１５条及び前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０

単位を超えないものとする。

第３章 入学，転学，留学，休学，退学，再入学，除籍及び復籍等

（入学の時期）

第１８条 入学の時期は，４月又は１０月とする。

（入学の資格）

第１９条 本学に入学することができる者は，次の各号の一に該当する者とする。

一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

二 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，

これに相当する学校教育を修了した者

三 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの

四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者

五 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以降に修了した者

六 文部科学大臣の指定した者（昭和２３年文部省告示第４７号）

七 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者

八 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第２項の規定により大学に入学し

た者で，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

九 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（入学志願の手続）

第２０条 入学志願者は，所定の手続きにより願い出なければならない。

（入学者の選考）

第２１条 入学志願者に対しては，学力試験等を行い，学部長の申出に基づき，学長が合

格者を決定する。

２ 入学者の選考に関し，必要な事項は，別に定める。

（入学の手続）

第２２条 合格者は，所定の期日までに入学の手続をしなければならない。

２ 入学の手続きに関し，必要な事項は，別に定める。

（入学の許可）

第２３条 学長は，前条の入学の手続を経た者に対し，入学を許可する。

（入学の宣誓）

第２４条 入学を許可された者は，別に定めるところにより宣誓しなければならない。

２ 正当な事由なくして前項の宣誓を行わないときは，入学の許可を取消す。

（編入学）
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第２５条 編入学定員により，理学部又は工学部の第３年次に編入学することができる者

は，次の各号の一に該当する者とし，選考の上，入学を許可する。

一 大学を卒業した者（外国の大学を卒業した者及び外国の大学の課程を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大

臣が別に指定するものの当該課程を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規定す

る者に限る。）を含む。次項，次条及び第２６条において同じ。）

二 短期大学を卒業した者（外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を

有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，

文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者（学校教育法第９０条第１

項に規定する者に限る。）を含む。第３項及び次条において同じ。）

三 高等専門学校を卒業した者

四 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科

の課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす

ものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規定する者に限る。）

五 学校教育法第１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

六 その他本学において前４号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者

２ 編入学定員により，医学部医学科又は歯学部歯学科の第２年次に編入学することがで

きる者は，次の各号の一に該当する者とし，選考の上，入学を許可する。

一 大学を卒業した者

二 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

３ 編入学定員により，医学部保健学科の第３年次に編入学することができる者は，次の

各号の一に該当する者とし，選考の上，入学を許可する。

一 看護学専攻については，次のイ又はロに該当する者で，看護師国家試験に合格した

者又はその受験資格を有する者

イ 短期大学を卒業した者

ロ 学校教育法第１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

二 放射線技術科学専攻については，次のイ又はロに該当する者で，診療放射線技師試

験に合格した者又はその受験資格を有する者

イ 短期大学を卒業した者

ロ 学校教育法第１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

三 検査技術科学専攻については，次のイ又はロに該当する者

イ 臨床検査技師国家試験に合格した者又はその受験資格を有する者で，次のいずれ

かに該当する者

１） 短期大学を卒業した者

２） 学校教育法第１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

ロ その他本学においてイに掲げる者と同等以上の学力があると認めた者

４ 前３項の規定により編入学した者の在学すべき期間は，第４条に規定する修業年限か

ら第２年次に編入学した者にあっては１年，第３年次に編入学した者にあっては２年を

控除した年数とする。

第２５条の２ 前条に規定するもののほか，次の各号の一に該当する者で，本学の学部に

編入学を志願するものがある場合は，欠員のある場合に限り，選考の上，入学を許可す

ることがある。

一 大学を卒業した者

二 短期大学を卒業した者

三 高等専門学校を卒業した者
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四 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の専攻科

の課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす

ものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規定する者に限る。）

五 学校教育法第１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者

六 旧国立養護教諭養成所設置法（昭和４０年法律第１６号）による国立養護教諭養成

所を卒業した者

七 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条に規定する従前の

規定による学校の課程を修了し，又はこれらの学校を卒業した者

八 その他本学において第１号から第７号までに掲げる者と同等以上の学力があると認

めた者

（学士入学）

第２６条 次に掲げる者については，第２１条の規定にかかわらず，別に選考の上，学士

入学として入学を許可することがある。

一 本学の学部を卒業した者で更に他の学部又は同一学部の他の学科又は課程に入学を

志願する者

二 他の大学を卒業した者で入学を志願する者

三 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者で入学を志願

する者

２ 前項の規定により入学した者の在学すべき期間は，２年以上とする。

（転学）

第２７条 他の大学に在学している者，外国の大学に在学している者及び外国の大学の課

程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者（学校教育法第９０

条第１項に規定する者に限る。）で本学の学部に転入学を志願する者がある場合は，選

考の上，入学を許可することがある。

２ 本学学生が他の大学に転学を志願する場合の取扱いについて，必要な事項は，別に定

める。

第２８条 削 除

（転学部等）

第２９条 本学の学生で，本学の他の学部又は同一学部の他の学科・課程若しくは専攻に

転学部又は転学科・課程若しくは転専攻（以下「転学部等」という。）を志願する者が

ある場合は，選考の上，転学部等を許可することがある。

２ 新たに入学を志願する者の例によって本学の他の学部又は同一学部の他の学科・課程

若しくは専攻に入学を志願する場合は，在学のままでよい。ただし，現に在学する学部

長の許可書を，出願の際願書に添えなければならない。

（在学期間の通算）

第３０条 第２５条の２，第２７条及び第２９条の規定により入学又は転学部等を許可さ

れた者の在学期間の通算については，その学部の認定により前学校，前学部，前学科・

課程又は前専攻の在学期間以内においてその学部，学科・課程又は専攻に在学したもの

とみなすことができる。

２ 第４５条に規定する科目等履修生（大学の学生以外の者に限る。）が本学に入学した

場合で，当該単位の修得により当該学部の教育課程の一部を履修したと認められるとき

は，修得した単位数その他の事項を勘案して当該学部が定める期間を修業年限に通算す

ることができる。ただし，その期間は，当該学部の修業年限の２分の１を超えてはなら

ない。
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３ 前項の規定による修業年限の通算は，各学部の定めるところにより，科目等履修生と

して一定の単位（学校教育法第９０条の規定により入学資格を有した後，修得したもの

に限る。）を修得した者に対し，第１７条第１項の規定により本学に入学した後の本学

における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる当該単位数，その修

得に要した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

（編入学等に対する準用）

第３１条 第２２条から第２４条までの規定は，編入学，学士入学，転学及び再入学を許

可された者に準用する。

（留学）

第３２条 本学が教育上有益と認めるときは，外国の大学又は短期大学との協議に基づき

学生が当該大学又は短期大学に留学することを認めることができる。

２ 前項による留学の期間は，第４条に規定する修業年限に算入するものとする。

３ 第１５条第１項及び第１６条第２項の規定は，学生が留学する場合について準用する。

（休学）

第３３条 学生が疾病その他やむを得ない事由により，２月以上修学することができない

場合は，医師の診断書又は詳細な理由書を添えて願書を提出し，学部長の許可を得て休

学することができる。

２ 前項による休学者でその事由が止むときは，休学期間中であっても学部長の許可を得

て復学することができる。

３ 学生が疾病のため修学することが適当でないと認める場合は，学部長は，学長の承認

を得て，当該学生に対し休学を命ずることができる。

４ 前項による休学者で休学期間内にその事由がなくなった者に対しては，学部長は，学

長の承認を得て，ただちに復学させなければならない。

（休学期間）

第３４条 休学期間は，１年を超えることはできない。ただし，特別の事情がある者に対

しては，学部長は，２年以内の休学を許可することができる。

２ 休学期間は，通算して３年を超えることはできない。

（休学期間の取扱い）

第３５条 休学期間は，在学期間に算入しない。ただし，通算して３月以下の場合に限り，

第３９条に規定する卒業要件の期間に算入するものとする。

（願による退学）

第３６条 学生が疾病その他やむを得ない事情により退学しようとするときは，所定の書

式でその旨を学部長を通して学長に願い出て，学長の許可を受けなければならない。

２ 学部長は，学生の学業成績が著しく不振であると認める場合は，教授会の議を経て，

当該学生に対して退学を勧告することができる。

（再入学）

第３７条 前条の定めにより退学した者で再入学を願い出たものに対しては，審議の上，

これを許可することがある。ただし，再入学を許可する場合は，原則として，再度原年

次に入学させるものとする。

（除籍）

第３８条 次の各号の一に該当する者は，学部長の申出により学長が除籍する。

一 死亡又は行方不明の者

二 疾病，学力劣等及びその他の事由により成業の見込みがないと認められた者

三 所定の在学期間を超えた者

四 入学料の免除を申請し，免除の不許可若しくは一部免除の許可になった者又は入学
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料の徴収猶予を申請した者で，それぞれ別に定める期日までに入学料を納入しないも

の

五 当該年度の末日（当該年度の中途において所定の在学期間を超えることとなる場合

にあっては，その超えることとなる日の前日）までに授業料を納入しない者

（復籍）

第３８条の２ 前条第５号に該当することにより除籍された者で，未納の授業料に相当す

る金額を納入して復籍を願い出たものに対しては，審議の上，これを許可することがあ

る。

２ 復籍の取扱いに関し，必要な事項は，別に定める。

第４章 卒業及び学士の学位

（卒業の要件）

第３９条 卒業の要件は，第４条に規定する修業年限以上在学し，１２４単位以上（医学

部医学科及び歯学部にあっては，１８８単位以上。薬学部薬学科にあっては，１８６単

位以上（将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培

うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習に係る２０単位以

上を含む。））を各学部の定めるところにより修得することとする。

２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき１２４単位のうち，第１０条第２項の

授業の方法により修得する単位数は，６０単位を超えないものとする。

３ 前項の規定にかかわらず，各学部において，１２４単位を超える単位数を卒業の要件

としている場合は，第１０条第１項の授業の方法によって６４単位以上の修得がなされ

ていれば，同条第２項の授業の方法により修得する単位数については，６０単位を超え

ることができるものとする。

（卒業の認定）

第４０条 前条に定める卒業の要件を満たした者については，学部長の申出に基づき，学

長が卒業を認定する。

（早期卒業）

第４１条 前条の規定にかかわらず，医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科の課程に在

学する場合を除き，本学に３年以上在学し，卒業の要件として修得すべき単位を優秀な

成績をもって修得した学生が，学校教育法第８９条に規定する卒業（以下「早期卒業」

という。）を希望する場合は，学長は，学部長の申出に基づき，卒業を認定することが

できる。ただし，早期卒業の認定を行う学部にあっては，その卒業認定の基準を定め，

公表しておかなければならない。

２ 本学に他の大学からの転入学，学士入学した者に係る早期卒業の必要在学年数につい

ては，学校教育法施行規則第１４９条の定めるところによる。ただし，転学，退学又は

卒業した大学に入学した時期が平成１２年４月１日前である者は，前項を適用しない。

（学士の学位）

第４２条 本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。

（規則への委任）

第４３条 学士の学位授与に関し，必要な事項は，別に定める。

第５章 聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，専攻生，研究生，委託生

及び外国人留学生

（聴講生）

第４４条 学部所定の授業科目のうち，一又は複数の授業科目について聴講を志願する者
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があるときは，その学部の授業，研究及び設備に妨げのない限り，その学部において選

考の上，聴講生として入学を許可することがある。

（科目等履修生）

第４５条 本学の学生以外の者で，学部等が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願

する者があるときは，当該授業科目を開設する学部等の授業，研究及び設備に妨げのな

い限り，その学部等において選考の上，科目等履修生として入学を許可し，単位を授与

することができる。

２ 前項の単位の授与については，第１３条の規定を準用する。

（特別聴講学生）

第４６条 他の大学（短期大学及び高等専門学校並びに外国の大学及び短期大学を含む。）

の学生で，学部等の授業科目の履修を志願する者があるときは，当該大学との協議に基

づき，特別聴講学生として履修を認めることができる。

（専攻生）

第４７条 本学において特定の専門事項について専攻を希望する者があるときは，その学

部の授業，研究及び設備に妨げのない限り，その学部において選考の上，専攻生として

入学を許可することがある。

（研究生）

第４８条 本学において特定の事項について研究を希望する者があるときは，その学部の

授業，研究及び設備に妨げのない限り，その学部において選考の上，研究生として入学

を許可することがある。

２ 前項の規定は，資源植物科学研究所，惑星物質研究所，異分野基礎科学研究所及びグ

ローバル人材育成院について準用する。

（委託生）

第４９条 公の機関等からその所属職員につき，聴講科目若しくは研究事項を定め，又は

研修について，委託の願い出があるときは，その学部の授業，研究及び設備に妨げのな

い限り，その学部において選考の上，委託生として入学を許可することがある。

（聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，専攻生，研究生及び委託生に関する規程）

第５０条 聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，専攻生，研究生及び委託生に関し，必

要な事項は，本学及び学部等の定めるところによる。

２ 第４８条第２項により受け入れる研究生については，資源植物科学研究所，惑星物質

研究所，異分野基礎科学研究所及びグローバル人材育成院の定めるところによる。

（学部学生に関する規定の準用）

第５１条 聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，専攻生，研究生及び委託生については，

本章に定めるもののほか，学部学生に関する規定を準用する。

（外国人留学生）

第５２条 外国人で大学において教育を受ける目的を持って入国し，本学に入学を志願す

る者があるときは，選考の上，外国人留学生として許可することがある。

２ 外国人留学生に関し，必要な事項は，別に定める。

第６章 授業料，入学料及び検定料

（授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法）

第５３条 学部の学生の授業料，入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し，必要

な事項は，別に定める。

２ 聴講生，科目等履修生，特別聴講学生，専攻生及び研究生の授業料，入学料及び検定

料の額並びにその徴収方法に関し，必要な事項は，別に定める。
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（既納の授業料，入学料及び検定料）

第５４条 既納の授業料，入学料及び検定料は，返還しない。

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる授業料相当額については，当該授業料を納入し

ていた者の申出により，これを返還する。

一 入学を許可するときに授業料を納入していた者が入学年度の前年度の３月３１日（

１０月に入学する者にあっては入学年度の９月３０日）までに入学を辞退した場合に

おける当該授業料相当額

二 前半期（４月から９月をいう。）分授業料徴収の際，後半期（１０月から３月まで

をいう。以下同じ。）分授業料を併せて納入していた者が後半期分授業料の徴収時期

前に休学又は退学した場合における後半期分授業料相当額

３ 第１項の規定にかかわらず，入学者選抜において，出願書類等による選抜（以下「第

一段階目の選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以

下「第二段階目の選抜」という。）を行う場合における検定料については，第一段階目

の選抜で不合格となった者に対しては，当該者の申出により第二段階目の選抜に係る額

に相当する額を返還するものとする。

（入学料の免除及び徴収猶予）

第５５条 入学料の納入が経済的理由により困難であると認められる者等については，本

人の申請に基づき，別に定めるところにより，その入学料を免除又は徴収猶予すること

ができる。

（授業料の免除及び徴収猶予）

第５６条 授業料の納入が経済的理由により困難であると認められ，かつ，学業優秀と認

められる者等については，別に定めるところにより，その授業料を免除又は徴収猶予す

ることができる。

（検定料の免除）

第５６条の２ 検定料の納入が経済的理由により困難であると認められる者等については，

本人の申請に基づき，別に定めるところにより，その検定料を免除することができる。

第７章 賞罰

（表彰）

第５７条 学生で学術，課外活動及び性行が優秀であって他の学生の範とする者があると

きは，学部長の推薦により学長が表彰することがある。

２ 表彰に関し，必要な事項は，別に定める。

（懲戒）

第５８条 本学の諸規則に違背し，又は学生の本分に反する行為がある者は，所定の手続

きを経て，学長又は学長の委任を受けた学部長が懲戒する。

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とし，必要な事項は別に定める。

（停学期間の取扱い）

第５９条 停学期間は，在学期間に算入する。ただし，当該停学期間が通算して３月を超

える場合は，第３９条に規定する卒業要件の期間には，算入しないものとする。

第８章 学生寮

（学生寮）

第６０条 本学に学生寮を置く。

２ 学生寮は，学長の監督に属する。

３ 寄宿料の額及び徴収方法に関し，必要な事項は，別に定める。
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４ 学生寮に関し，必要な事項は，別に定める。

第９章 奨学金

（奨学制度）

第６１条 本学に奨学制度を設ける。

２ 前項の制度の運営に関し，必要な事項は，別に定める。

第１０章 履修証明書を交付する特別の課程

（特別の課程）

第６２条 本学は，本学の学生以外の者を対象として，学校教育法第１０５条に規定する

特別の課程（以下「特別の課程」という。）を編成することができる。

２ 特別の課程を修了した者には，修了の事実を証する証明書を交付する。

３ 前２項に規定するほか，特別の課程に関し，必要な事項は，別に定める。

第１１章 全学講義及び公開講座

（全学講義）

第６３条 広く全学生の教養を高めるため，全学講義を開催する。

（公開講座）

第６４条 社会人の教養を高め教育文化の向上に資するため，公開講座を開設する。

第１２章 課外活動

（課外活動）

第６５条 本学の課外活動に関し，必要な事項は，別に定める。

第１３章 雑則

（学則の改廃）

第６６条 この学則の改廃は，役員会の議を経て行う。

２ 前項の役員会の審議に先立ち，国立大学法人岡山大学（以下「法人」という。）の経

営に関する部分については経営協議会において，法人の経営に関する部分を除く部分に

ついては教育研究評議会において審議を行うものとする。

附 則

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。

２ 岡山大学学則等を廃止する規則（平成１６年岡大規則第１号）第１条の規定により廃

止される岡山大学学則（以下「旧学則」という。）の規定により入学した者に係る修業

年限，教育課程，履修方法等並びに卒業及び学士の学位については，旧学則の例による。

３ この学則施行の際現に旧学則第８８条の規定によりなされた懲戒については，第５８

条の規定に基づきなされた懲戒とみなす。

附 則

この学則は，平成１６年７月２９日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１７年４月１日から施行する。

２ 改正後の第７条第３項及び第４項に係る規定は，平成１７年度入学生から適用する。

３ 改正後の第１９条第６号の規定にかかわらず，廃止された大学入学検定試験規程（昭

和２３年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者についても，本学に
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入学することのできる者とする。

附 則

この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第４１条第１項に規定する早期卒業の薬学部創薬科学科の学生への適用は，

平成１８年度以降の入学生からとし，薬学部総合薬学科の学生には適用しない。

附 則

この学則は，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第９６号）の施行の

日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。ただし，第２８条第６号及び第４１

条第２項の改正規定は，平成２０年１月３１日から施行し，平成１９年１２月２６日か

ら適用する。

２ 改正後の第１３条の２の規定は，平成２０年度入学生から適用する。

附 則

この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 平成２２年度の編入学に関する改正後の第２５条第２項の規定の適用については，同

項中「医学部医学科の第２年次」とあるのは「医学部医学科の第２年次若しくは第３年

次」とする。

附 則

この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成２６年４月３０日から施行する。

附 則

この学則は，平成２６年７月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２８年４月１日から施行する｡

２ 法学部夜間主コース及び経済学部夜間主コースにおける学期については，改正後の第

２条の規定にかかわらず，なお従前の例による。ただし，当該コースに在籍する学生が，

当該コース以外の学部等が開設する授業科目を履修する場合を除く。

３ 改正後の第７条第１項の規定は，平成２８年度入学者から適用し，平成２７年度以前

の入学者については，なお従前の例による。

附 則

この学則は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成２８年４月１日から施行する。
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附 則

この学則は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則

１ この学則は，平成２９年１０月１日から施行する｡

２ 改正後の第７条の２の規定にかかわらず，岡山大学マッチングプログラムコースは，

平成２９年９月３０日に在学する学生が当該岡山大学マッチングプログラムコースに在

学しなくなるまでの間，存続するものとする。

３ 前項の規定により存続するマッチングプログラムコースに係る事項については，なお

従前の例による。

附 則

この学則は，平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成３０年１０月１日から施行する。

附 則

この学則は，平成３０年９月２７日から施行し，平成３０年４月１日から適用する。

附 則

この学則は，平成３１年４月１日から施行する。
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４．岡山大学理学部規程

平成１６年４月１日

岡大理規程第１号

改正 平成１７年１月５日規程第１号

平成１８年２月２日規程第１号

平成１９年２月９日規程第１号

平成２０年２月７日規程第１号

平成２１年２月５日規程第１号

平成２２年３月４日規程第１号

平成２３年３月１０日規程第１号

平成２５年３月６日規程第１号

平成２６年３月５日規程第１号

平成２７年３月４日規程第１号

平成２８年３月２日規程第１号

平成２９年３月１日規程第１号

平成３０年３月７日規程第１号

平成３１年３月６日規程第１号

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学管理学則（平成１６年岡大学則第１号）及び

岡山大学学則（平成１６年岡大学則第２号。以下「学則」という。）の規定に基づき，

岡山大学理学部（以下「本学部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（本学部の目的）

第２条 本学部は，自然科学の基礎を教授研究し，創造的，思考的及び分析的能力を備え

た有為な人材を育成することを目的とする。

（自己評価等）

第３条 本学部は，教育研究等の状況について，自ら点検及び評価（以下「自己評価」と

いう。）を行い，その結果を公表する。

２ 前項の自己評価については，岡山大学（以下「本学」という。）の職員以外の者によ

る検証を受けるよう努めるものとする。

（教育研究等の状況の公表等）

第４条 本学部は，教育研究等の状況について，定期的に公表するとともに，刊行物，

ホームページ等への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって，積極的に情

報を提供する。

（組織的研修等）

第５条 本学部は，教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため，組織的な研修及び研

究を実施するものとする。

（学科）

第６条 本学部に次の学科を置き，学生はいずれかの学科に所属するものとする。

数学科，物理学科，化学科，生物学科，地球科学科

（副学部長）

第７条 本学部に副学部長を置く。

２ 副学部長に関し，必要な事項は別に定める。
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（学科長）

第８条 本学部各学科に学科長を置く。

２ 学科長に関し，必要な事項は別に定める。

（科目の種別）

第９条 本学部の教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目により編成する。

２ 各授業科目の単位数等は，別表第１に掲げるところによる。ただし，別表第１に掲げ

る授業科目のほか，教授会の議を経て特別に授業科目を開設することがある。

（単位の計算方法）

第１０条 授業科目の単位の計算方法については，次の各号に掲げる基準によるものとす

る。

一 講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。

二 演習については，１５時間又は３０時間の授業をもって１単位とする。

三 実験及び実習については，３０時間又は４５時間の授業をもって１単位とする。

２ 一の授業科目について講義，演習，実験又は実習の二以上の方法の併用により行う場

合の単位数の計算は，前項各号に規定する基準を考慮して別に定める。

３ 前２項の規定にかかわらず，課題研究については，それに必要な学修等を考慮して，

単位数を別に定める。

（授業科目の公示）

第１１条 学年の始めにその学年における授業科目名及び担当教員名を公示する。ただし，

科目によっては，学期の始めに若しくは必要に応じて学期又は学年の中途において公示

する場合がある。

（履修科目の届出）

第１２条 学生は，履修しようとする科目を所定の方法により別に定める期日までに学部

長に届け出てその許可を受けなければならない。ただし，前条ただし書の場合は，それ

ぞれ公示された時期に届け出て許可を受けるものとする。

（履修科目の上限設定等）

第１３条 本学部は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要

件として学生が修得すべき単位数について，１年間に登録することができる単位数の上

限を別に定める。

（成績評価基準）

第１４条 本学部は，各授業における授業の方法及び計画並びに成績評価基準を，講義要

覧等により学年の始めに公表する。

（単位の認定方法等）

第１５条 単位の認定は，前条に規定する成績評価基準に照らし，試験の成績等により，

授業担当教員が行う。

（追試験）

第１６条 やむを得ない理由で受験できなかった者に対しては，授業担当教員の判定によ

り追試験等を行うことがある。

（他学部における授業科目の履修）

第１７条 学生が，本学の他の学部において開設する授業科目の履修を希望するときは，

本学部長を経て当該学部長の許可を受けるものとする。

２ 前項により修得した単位は，卒業の要件となる単位として認定することがある。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第１８条 学生が，他の大学（外国の大学を含む。以下同じ。）又は短期大学（外国の短

期大学を含む。以下同じ。）の授業科目の履修を希望するときは，所定の様式により本

− 18 −



学部長に願い出なければならない。

２ 前項の願い出があった場合には，当該大学又は短期大学との協議の成立したものにつ

いて許可するものとし，その取扱いについては別に定める。

（大学以外の教育施設等における学修）

第１９条 学生が，短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修を希望するときは，

所定の様式により本学部長に願い出て許可を受けなければならない。

２ 学生が，前項に規定する学修その他文部科学大臣の定める学修を行った場合の取扱い

については，別に定める。

（入学前の既修得単位等の認定）

第２０条 学生が本学部に入学する前に大学又は短期大学において修得した授業科目の単

位（科目等履修生として修得した単位を含む。）は，教授会の議を経て本学部において

修得したものとして認定することがある。

２ 前項の規定により，修得したものとして認定できる単位数は，本学において修得した

単位以外のものについては，転学，編入学等の場合を除き，第１８条及び前条第１項に

より本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものと

する。

（卒業の要件）

第２１条 本学部の学生の卒業要件は，本学部に４年以上在学し，別表第２に定める卒業

要件単位以上を修得することとする。

第２２条 削 除

（他学部学生の履修）

第２３条 本学の他の学部の学生が本学部の授業科目の履修を希望するときは，当該学部

長及び本学部長の許可を受けなければならない。

（第３年次編入学）

第２４条 学則第２５条の規定により，第３年次に編入学することができる。

（学士入学）

第２５条 学則第２６条の規定により本学部に入学を志願する者については，選考の上，

入学を許可することがある。

（学生の転学）

第２６条 学生が他の大学へ転学を志望するときは，本学部長に願い出て，その許可を受

けなければならない。

（転学部及び転入学）

第２７条 本学の他の学部又は他の大学から本学部への転入学を志願する者のあるときは，

選考の上，入学を許可することがある。

（転学科）

第２８条 本学部内の転学科の取扱いについては，前条に準じる。

（在学期間の通算等）

第２９条 第２５条，第２７条及び第２８条の規定により学士入学等をした者の修業年限

及び既修得単位の取扱いについては，教授会の議を経て別に定める。

２ 科目等履修生としての学修期間の修業年限への通算については，別に定める。

（科目等履修生）

第３０条 本学の学生以外の者で，本学部が開設する授業科目の履修を志願する者がある

ときは，教授会の議を経て，科目等履修生として入学を許可することがある。

２ 科目等履修生の取扱いについては，別に定める。

（特別聴講学生）
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第３１条 他の大学又は短期大学の学生が本学部の授業科目の履修を志願するときは，当

該大学又は当該短期大学との協議が成立したものについて，特別聴講学生として許可す

ることがある。

２ 特別聴講学生の取扱いについては，別に定める。

（委託生）

第３２条 公の機関等からその所属職員につき，履修科目若しくは研究事項を定め，又は

研修について委託の願い出があるときは，教授会の議を経て，委託生として入学を許可

することがある。

２ 委託生の取扱いについては，別に定める。

（研究生）

第３３条 本学部において，特定の事項について研究を志願する者があるときは，教授会

の議を経て，研究生として入学を許可することがある。

２ 研究生の取扱いについては，別に定める。

（教育職員免許状）

第３４条 次の表に掲げる教育職員免許状を取得しようとする者は，別に定めるところに

より，所定の単位を修得しなければならない。

教育職員免許状の種類 免許教科

中学校教諭１種免許状 数学・理科

高等学校教諭１種免許状 数学・理科

附 則

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

２ 平成１５年度以前の入学者については，岡山大学理学部規程等を廃止する規程（平成

１６年岡大理規程第１号）により廃止された岡山大学理学部規程（平成７年３月３１日

岡山大学理学部規程第１号）の例による。

附 則

１ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程の規定にかかわらず，平成１６年度以前の入学者につい

ては，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程の規定にかかわらず，平成１７年度以前の入学者につい

ては，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程の規定にかかわらず，平成１８年度以前の入学者につい

ては，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程別表第１の規定にかかわらず，平成１９年度以前の入学

者については，なお従前の例による。
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附 則

１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程別表第１の規定にかかわらず，平成２０年度以前の入学

者については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程別表第１の規定にかかわらず，平成２１年度以前の入学

者については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程別表第１の規定にかかわらず，平成２２年度以前の入学

者については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程別表第１の規定にかかわらず，平成２４年度以前の入学

者については，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２５年度以前の入学生については，改正前の岡山大学理学部規程の第１３条第２

項，第２２条及び別表第１の規定は，なおその効力を有する。

附 則

１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

２ 改正後の岡山大学理学部規程の規定にかかわらず，平成２６年度以前の入学者につい

ては，なお従前の例による。

附 則

１ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

２ 平成２７年度以前の理学部の入学者に係る卒業要件単位については，改正後の別表第

２の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３ 平成２７年度以前の理学部の入学者に係る教養教育科目については，改正後の別表第

１の規定にかかわらず，なお従前の例による。

４ 平成２７年度以前の理学部数学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後の

別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る改正前の規定に，専門科目の選択必修科目

として「現代数学要論Ⅲa」,「現代数学要論Ⅲb」,「現代数学要論Ⅳa」及び「現代数学

要論Ⅳb」を加えたものを適用する。

５ 平成２７年度以前の理学部物理学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る改正前の規定に，専門科目の選択科目と

して「相対論的量子力学｣ (１単位）及び「物理数学Ｆ」を加えたものを適用する。

６ 平成２７年度以前の理学部化学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後の

別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る改正前の規定を適用する。

７ 平成２７年度以前の理学部生物学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る改正前の規定に，専門科目の選択必修科

目として「臨海実習Ⅳ」及び「臨海実習Ⅴ｣を加えたものを適用する。

８ 平成２７年度以前の理学部地球科学科の入学者に係る専門教育科目については，改正

後の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る改正前の規定に，専門科目の選択必修

科目として「地球物理のための数学１」,「地球物理のための数学２」及び「大気科学実
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験」を，専門科目の選択科目として「構造地質学巡検」を加えたものを適用する。

附 則

１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。

２ 平成２８年度以前の理学部数学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後の

別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択科目として

「数学特別講義」（１単位）を加えたものを適用する。

３ 平成２８年度以前の理学部物理学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択必修科目

として「先端物理学１」（0.5単位）及び「先端物理学２」（0.5単位）を加えたものを

適用する。

４ 平成２７年度以前の理学部地球科学科の入学者に係る専門教育科目については，改正

後の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択必修科

目として「大気科学３」（１単位）,「大気科学４」（１単位），「大気科学１１」（１

単位），「大気科学１２」（１単位），「地球惑星化学１」（１単位），「地球惑星化

学２」（１単位），「地球惑星化学３」（１単位）及び「地球惑星化学４」（１単位）

を加えたものを適用する。

５ 平成２８年度の理学部地球科学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後の

別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択必修科目と

して「地球惑星化学１」（１単位），「地球惑星化学２」（１単位），「地球惑星化学

３」（１単位）及び「地球惑星化学４」（１単位）を加えたものを適用する。

６ 平成２８年度以前の入学者に係る専門教育科目については，改正後の別表第１の規定

にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の共通科目として「就業体験実習

（インターンシップ）」（１単位）を加えたものを適用する。

附 則

１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。

２ 平成２９年度以前の理学部物理学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択科目とし

て「基礎先端物理学１」（0.5単位），「基礎先端物理学２」（0.5単位）を加えたもの

を適用する。

３ 平成２９年度以前の理学部生物学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択科目とし

て「生化学ⅢＡ」（１単位），「生化学ⅢＢ」（１単位）を加えたものを適用する。

附 則

１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

２ 平成３０年度以前の理学部化学科の入学者に係る専門教育科目については，改正後

の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択科目（卒

業要件外）として「特別課題研究」（３単位）を加えたものを適用する。

３ 平成２８年度から平成３０年度の理学部生物学科の入学者に係る専門教育科目につい

ては，改正後の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定のうち，専門科

目の必修科目として「生物英語演習Ⅰ」（１単位）及び「生物英語演習Ⅱ」（１単位）

に代え，「生物英語演習」（２単位）を加えたものを適用する。ただし，平成２８年度

入学者で当該単位を既に修得した者については従前の例による。

４ 平成３０年度以前の理学部地球科学科の入学者に係る専門教育科目については，改正

後の別表第１の規定にかかわらず，当該者に係る従前の規定に，専門科目の選択必修科

目として「大気科学演習１」（１単位）を加えたものを適用する。
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別表第１
　教養教育科目

　〇各学科共通

授業科目及び単位数
履修要件及び
卒業要件単位

現 代 と 社 会

現 代 と 生 命

現 代 と 自 然

英　　　　　語

初 修 外 国 語

日　　本　　語

実　　践　　知

芸　　術　　知

情　報　教　育

キャリア 教 育

健康・スポーツ科学

　アカデミック・ライティング

補　習　教　育

ガ イ ダ ン ス

科目区分

知　的　理　解

　 開講授業科目及び単位数
 については，岡山大学全学
 教育・学生支援機構基幹教
 育センター長が学年の始め
 に公示する。

　 履修要件及び各科目区分
 における卒業要件単位は本
 学部の定めるところによる｡

言　　　　　語

実 践 知・感 性

汎用的技能と健康

導　入　教　育

高 年 次 教 養
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　専門教育科目

　○数   学   科

微分積分学Ⅰa 1
微分積分学Ⅰb 1
微分積分学Ⅱa 1
微分積分学Ⅱb 1
線形代数学Ⅰa 1
線形代数学Ⅰb 1
線形代数学Ⅱa 1
線形代数学Ⅱb 1
基礎物理学１a 1
基礎物理学１b 1
基礎物理学２a 1
基礎物理学２b 1
一般化学１ 1
一般化学２ 1
基礎有機化学１ 1
基礎有機化学２ 1
基礎生物学１a 1
基礎生物学１b 1
基礎生物学２a 1
基礎生物学２b 1
基礎地球科学１a 1
基礎地球科学１b 1
基礎地球科学２a 1
基礎地球科学２b 1

1

1

数学演義Ⅱa 1

数学演義Ⅱb 1

数学演義Ⅲa 1

数学演義Ⅲb 1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

現代数学要論Ⅲa 1
現代数学要論Ⅲb 1
現代数学要論Ⅳa 1
現代数学要論Ⅳb 1

選択必修

幾何学基礎Ａa

科目
区分

数学演義Ⅰa

選択

単位
 授  業  科  目

必修

幾何学基礎Ａa演習

専
門
基
礎
科
目

微分積分学Ⅲa

代数学基礎Ａa

微分積分学Ⅲa演習

代数学基礎Ａa演習

情報処理論a
解析学基礎Ａb

専
門
教
育
科
目

代数学基礎Ｂa演習

解析学基礎Ａa

代数学基礎Ａb演習

代数学基礎Ｂa

幾何学基礎Ａb

情報処理論b

微分積分学Ⅲb演習

代数学基礎Ｂb演習

幾何学基礎Ａb演習

数学演義Ⅰb

微分積分学Ⅲb

代数学基礎Ａb

代数学基礎Ｂb
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1

1

3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3

離散数学Ⅰa 1
離散数学Ⅰb 1

1
1
1
1
1
1

幾何学基礎Ｂa 1
幾何学基礎Ｂb 1
幾何学基礎Ｂa演習 1
幾何学基礎Ｂb演習 1
解析学基礎Ｂa 1
解析学基礎Ｂb 1
解析学基礎a演習 1
解析学基礎b演習 1

4
代数学特論Ⅰa 1
代数学特論Ⅰb 1
代数学特論Ⅱa 1
代数学特論Ⅱb 1
幾何学特論Ⅰa 1
幾何学特論Ⅰb 1
幾何学特論Ⅱa 1
幾何学特論Ⅱb 1
解析学特論Ⅰa 1
解析学特論Ⅰb 1
解析学特論Ⅱa 1
解析学特論Ⅱb 1
数学特別講義 1
課題研究 12

専
門
科
目

幾何学Ⅱa

解析学Ⅰb

幾何学演習

代数学a

解析学Ⅰa

解析学Ⅱa

離散数学Ⅱa

情報数学a

確率・統計a

代数学演習

解析学演習

数理科学演習

代数学b

幾何学Ⅰb

幾何学Ⅱb

幾何学Ⅰa

離散数学Ⅱb

情報数学b

確率・統計b

解析学Ⅱb
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　○物   理   学   科

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

2

微分積分学Ⅰb

微分積分学Ⅱb

線形代数学Ⅰb

線形代数学Ⅱa

現代数学要論Ⅰa

現代数学要論Ⅱa

線形代数学Ⅱb

現代数学要論Ⅰb

基礎生物学１b

基礎生物学２b

基礎地球科学１b

基礎地球科学２b

力学１A

力学演習１A

 授  業  科  目
単位科目

区分 選択必修

専
門
教
育
科
目

選択

物理数学３A

基礎有機化学１

量子力学１A

基礎地球科学１a

基礎生物学実験

線形代数学Ⅰa

必修

微分積分学Ⅱa

現代数学要論Ⅱb専
門
基
礎
科
目

微分積分学Ⅰa

基礎地球科学実験

力学３A

電磁気学演習２A

力学２A

物理科学入門A

物理数学１

物理科学入門B

物理数学２A

物理数学２B

力学１B

物理学実験１

電磁気学演習１A

電磁気学２B 

電磁気学演習１B

一般化学１

物理学実験２

基礎化学実験

基礎生物学１a

基礎地球科学２a

力学２B

熱力学B   

基礎生物学２a

一般化学２

基礎有機化学２

力学演習１B

力学演習２A

物理数学４A
物理数学３B

力学３B

電磁気学１B

量子力学１B

熱力学A   

振動波動B

力学演習２B

電磁気学２A 

振動波動A

電磁気学演習２B

電磁気学１A

物理数学４B

− 26 −



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

量子光学A 1
量子光学B 1

1
1
1
1

基礎先端物理学１ 0.5
基礎先端物理学２ 0.5

0.5
0.5

4
1
1

1

1

1

1

1
10

素粒子原子核物理学A

量子力学演習２A

量子力学３A

専
門
科
目

物理学実験３

コンピュータ物理学１A
コンピュータ物理学１B

固体物理学３B

コンピュータ物理学２A

相対性理論１A

相対性理論２A

統計力学２A

量子力学３B

統計力学演習１A

統計力学演習１B

物理学課題研究

固体物理学１A

量子力学２A

相対論的量子力学

コンピュータ物理学２B

相対性理論１B

統計力学１B

統計力学２B

統計力学１A

固体物理学３A

素粒子原子核物理学B

固体物理学１B

先端物理学１
先端物理学２

固体物理学２A
固体物理学２B

宇宙天体物理学A

宇宙天体物理学B

統計力学演習２A

統計力学演習２B

電磁気学３A
電磁気学３B

量子力学２B

量子力学演習２B

量子力学演習１B

量子力学演習１A

相対性理論２B
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　○化   学   科

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

量子化学７ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

有機化学１０

有機化学１１

有機化学１２

有機化学４

有機化学５

有機化学６

有機化学７

有機化学８

有機化学９

量子化学４

量子化学５

量子化学６

有機化学１

有機化学２

有機化学３

物理化学５

物理化学６

物理化学７

量子化学１

量子化学２

量子化学３

物理化学１

物理化学２

物理化学３

物理化学４

基礎物質化学１

基礎物質化学２

基礎物理学実験

基礎生物学実験

基礎地球科学実験

化学英語１

化学英語２

化学数学１

化学数学２

化学数学３

化学数学４

基礎生物学２a

基礎生物学２b

基礎地球科学１a

基礎地球科学１b

基礎地球科学２a

基礎地球科学２b

基礎物理学１a

基礎物理学１b

基礎物理学２a

基礎物理学２b

基礎生物学１a

基礎生物学１b

基礎微分積分学Ⅱa

基礎微分積分学Ⅱb

現代数学要論Ⅰa

現代数学要論Ⅰb

現代数学要論Ⅱa

現代数学要論Ⅱb

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

科目
区分

 授  業  科  目
単位

必修 選択必修 選択

基礎微分積分学Ⅰa

基礎微分積分学Ⅰb
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1

1

1

1

分析化学１ 1

分析化学２ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.5

2.5

2.5

2.5

化学ゼミナール 2

3

課題研究２ 10

特別課題研究 3※
　 ※卒業要件には含まない

化学実験法４

化学実験１

化学実験２

化学実験３

化学実験４

課題研究１

固体化学３

基礎化学実験１

基礎化学実験２

化学実験法１

化学実験法２

化学実験法３

錯体化学１

錯体化学２

錯体化学３

錯体化学４

固体化学１

固体化学２

無機化学２

無機化学３

無機化学４

無機化学５

無機化学６

無機化学７

有機合成化学２

分析化学３

分析化学４

分析化学５

分析化学６

無機化学１

有機機器分析１

有機機器分析２

有機合成化学１

専
門
科
目
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　○生   物   学   科

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

生物学入門Ⅰ 1

生物学入門Ⅱ 1

1

1

細胞生物学ⅠA 1

細胞生物学ⅠB 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

専
門
基
礎
科
目

基礎地球科学２b

基礎物理学１a

基礎地球科学１b

基礎生物学Ｂ２

基礎微分積分学Ⅰb

基礎微分積分学Ⅱb

基礎地球科学１a

基礎地球科学実験

基礎物理学実験

分子遺伝学ⅠA

遺伝学ⅡA

生物学特論

植物生理学Ⅱ

生化学ⅠB

科目
区分

専
門
教
育
科
目

一般化学２

基礎有機化学２

動物行動学Ⅰ

遺伝学ⅠA

植物生理学Ⅰ

専
門
科
目

一般化学１

遺伝学ⅠB

遺伝学ⅡB

分子生物学ⅠB

 授  業  科  目

基礎微分積分学Ⅱa

現代数学要論Ⅱa

現代数学要論Ⅰa

現代数学要論Ⅱb

基礎物理学１b

基礎化学実験

現代数学要論Ⅰb

基礎有機化学１

生化学ⅢB

細胞生物学ⅡB

生化学ⅡB

生化学ⅢA

基礎生物学Ｂ１

神経生物学ⅠA

単位

必修 選択必修 選択

基礎物理学２a

基礎地球科学２a

基礎物理学２b

基礎微分積分学Ⅰa

発生生物学ⅠB

基礎生物学Ａ１

分子遺伝学ⅠB

分子遺伝学ⅡB

分子生物学ⅠA

植物細胞生理学Ⅰ

基礎生物学Ａ２

細胞生物学ⅡA

発生生物学ⅠA

生体制御学ⅠA

分子遺伝学ⅡA

生化学ⅠA

生化学ⅡA

神経生物学ⅠB

生体制御学ⅠB

植物細胞生理学Ⅱ
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1

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4
4

2
2
2
2

2

10

臨海実習Ⅰ

生物物理学Ⅰ

動物行動学Ⅱ

生物学実験Ｂ

生物学実験Ｃ

生物英語演習

分子生物学ⅡA

生物学実験Ａ

動物生理学Ⅰ

行動神経生物学Ⅱ

発生生物学ⅡA

細胞生物学ⅢB

生体制御学ⅢB

神経生物学ⅡA

生物物理学Ⅱ

生体制御学ⅡB

課題研究

生物学ゼミナールＡ

生体制御学ⅡA

分子生物学ⅡB

臨海実習Ⅲ
臨海実習Ⅳ

発生生物学ⅡB

細胞生物学ⅢA

臨海実習Ⅴ

生体制御学ⅢA

動物生理学Ⅱ

生物学ゼミナールB

神経生物学ⅡB

臨海実習Ⅱ
生物学実験Ｄ

行動神経生物学Ⅰ
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　○地   球   科   学   科

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

地球科学ゼミナール１ 1

地球科学ゼミナール２ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

顕微鏡岩石学実験１ 1

1

1

1

1

1

1

1

1

単位

必修 選択必修 選択

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

現代数学要論Ⅱb

基礎物理学１a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専
門
科
目

科目
区分

 授  業  科  目

基礎微分積分学Ⅰb

基礎微分積分学Ⅱa

基礎微分積分学Ⅱb

現代数学要論Ⅰa

基礎微分積分学Ⅰa

現代数学要論Ⅰb

現代数学要論Ⅱa

基礎物理学１b

基礎物理学２a

基礎物理学２b

一般化学１

一般化学２

基礎有機化学１

基礎有機化学２

基礎生物学１a

基礎生物学１b

基礎生物学２a

基礎生物学２b

基礎物理学実験

基礎化学実験

基礎生物学実験

現代地球科学１

現代地球科学２

現代地球科学３

現代地球科学４

基礎地球科学実習

地球科学ゼミナール３

地球科学ゼミナール４

地球科学ゼミナール５

地球科学ゼミナール６

鉱物結晶学１

鉱物結晶学２

造岩鉱物学

地球惑星化学１
地球惑星化学２

地形学概説
固体地球物理学
地球物理のための数学１
地球物理のための数学２
宇宙と地球の化学１
宇宙と地球の化学２

大気科学１

大気科学２

大気科学３

大気科学４

顕微鏡岩石学実験２

地球科学ゼミナール７

地球科学ゼミナール８

地球科学特講１

地球科学特講２

地球科学特講３

地球科学特講４

大気科学演習１
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震危険度評価論

地球統計学

地球形成論

地球連続体力学１

地球連続体力学２

基礎岩石学

火成岩成因論

地震学１

地球惑星内部構造論２

地震学２

大気科学５

大気科学６

地球惑星化学３

大気科学１１

測量地理情報学実習

固体地球物理学実験

地球惑星内部構造論１

地球物質反応論１

地球物質反応論２

変成岩成因論

変動地形学

同位体年代学

大気科学１２

大気科学７

大気科学８

大気科学９

大気科学１０

情報地質学

地球惑星化学４

地球科学輪講

地球環境化学実験

課題研究

大気科学実験

構造地質学巡検

岩石鉱物学巡検

微量元素地球化学
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○共　通　科　目

1

1

2

3

1

1

5

別表第２

　卒業要件単位

数学科 物理学科 化学科 生物学科 地球科学科

専門基礎科目

専 門 科 目

就業体験実習（インターンシップ）

自然系博物館実習

就業体験実習（インターンシップ）

科目
区分

専
　
門
　
科
　
目

フロンティアサイエンティストリテラシー

先端科学実習

単位

天文学入門

卒業要件単位

３０

１２

８２

１２４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学科
科目区分

専門教育科目

教養教育科目

 卒業要件外先取りプロジェクト研究

備　　考 授  業  科  目
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